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厚⽣労働⼤⾂の定める基準 

 
当院は、厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。 
  

▪指定医療機関について  

・⽣活保護法指定医療機関  
・難病指定医療機関 
・指定⼩児慢性特定疾病医療機関（内分泌疾患） 
 

▪明細書発⾏体制について  

当院では、厚⽣労働省の通知に基づき、医療の透明化および患者様への情報提供を積極的
に推進していく観点から、領収書の発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細
書を無料で発⾏しております。 
また、公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負担のない⽅についても同様です。 
明細書には、使⽤した薬剤の名称や⾏われた検査の名称などが記載されます点をご理解頂
き、ご家族の⽅が代理で会計を⾏う場合はその代理の⽅への発⾏も含めて、明細書の発⾏
を希望されない⽅は、会計窓⼝にお申し出ください。 
 

▪⼀般名処⽅加算について  

当院では、後発医薬品の使⽤促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを
実施しています。現在、⼀部の医薬品について⼗分な供給が難しい状況が続いています。
後発品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもと
にした⼀般名処⽅を⾏う場合があります。 
⼀般名処⽅によって特定の医薬品が不⾜した場合であっても、患者さんに医薬品が提供し
やすくなります。 
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▪電⼦的診療情報連携体制整備加算について 
 
当院では、令和 8 年度診療報酬改定に伴う「電⼦的診療情報連携体制整備加算」に対応して
います。【電⼦的診療情報連携体制整備加算】とは「オンライン資格確認やマイナ保険証な
どを通じて電⼦的に診療情報をやりとり・活⽤する体制が整っている医療機関を評価する
ための診療報酬上の加算」、「厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診
した患者に対して初診を⾏った際に算定できる加算」です（厚⽣労働省）。 
【施設基準】 
l オンライン請求を⾏っている 
l オンライン資格確認を⾏う体制を有している 
l 電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報を診察室で閲覧または活⽤できる体制を有

す 
l 診療報酬明細書の無料交付・院内掲⽰を⾏っている 
l マイナンバー保険証使⽤率（30％以上） 
l マイナンバーカードの利⽤についてお声掛け、ポスター掲⽰を⾏っている 

マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、⼗分な
情報を取得しおよび活⽤して診療を⾏うことについて当医療機関の⾒やすい場所およびウ
ェブサイト等に掲載している当院はマイナンバーカード(以下マイナ保険証)を⽤いて医療
情報を取得できる体制を整えております。マイナ保険証の利⽤や問診票等を通じて診療情
報を取得・活⽤することにより、質の⾼い医療の提供に努めて参ります。上記により、
2026 年６⽉１⽇より「電⼦的診療情報連携体制整備加算」を算定いたします。 
 

▪外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）について 
当院では、医療従事者の処遇改善および賃上げを図るため、「外来・在宅ベースアップ評価
料（Ⅰ）」を 2026 年６⽉１⽇より算定いたします。 

▪⻑期処⽅、リフィル処⽅箋について  

当院では、患者様の状態に応じて「28 ⽇以上の⻑期処⽅」 「リフィル処⽅箋の交付」の
いずれも対応可能です。 
※⻑期処⽅、リフィル処⽅箋の交付が対応可能かは、医師の判断によります。 
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▪外来・在宅物価対応料について  

当院では、物価⾼騰や光熱費・医療材料費の上昇に対応し、安定した医療提供を継続する
ため 2026 年６⽉１⽇より「外来・在宅物価対応料」を算定いたします。 

▪充実管理加算について  

当院では、脂質異常症・⾼⾎圧症・糖尿病の診療実績やデータの質の⾼さを厚⽣労働省が
評価する従来の「外来データ提出加算」に代わり、2026 年６⽉１⽇より「充実管理加算」
を算定いたします。 

▪外来感染対策向上加算について 

当院では患者様やご家族様、当院のスタッフ、その他来院者などを感染症の危険から守
り、安全に過ごしていただくため、感染防⽌対策に積極的に取り組んでいます。このため
「外来感染対策向上加算」を算定しています。 

▪特定機能病院等紹介患者受⼊加算について  

当院では、⼤病院（特定機能病院など）と地域の診療所の役割分担を推進するため、2026
年６⽉１⽇より「特定機能病院等紹介患者受⼊加算」を算定いたします。 

▪眼科医療機関連携強化加算、⻭科医療機関連携強化加算に

ついて 

当院では、糖尿病の合併症の予防や診断・治療を⽬的として眼科または⻭科をご紹介・連
携する際に「眼科医療機関連携強化加算」、「⻭科医療機関連携強化加算」を算定いたしま
す。 
 

▪保険外負担に関する事項  

当院では、各種予防接種料、診断書料につきまして、それぞれ実費のご負担をお願いしてお
ります。  


